
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 火災調査情報ファイル 

実施機関の名称 小松市消防長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

小松市消防本部予防課 

個人情報ファイルの利用

目的 

火災調査結果の記録及び分析のために利用する 

記録項目 氏名、住所、生年月日、年齢、職業、性別、火災の原因・損害調査に

係る事項 

記録範囲 火災に関係のある者 

記録情報の収集方法 本人又はその関係者 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91 番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

  

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考 新規届出日：令和 6年（2024年）3月 19日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 建築同意情報ファイル 

実施機関の名称 小松市消防長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

小松市消防本部予防課 

個人情報ファイルの利用

目的 

建築施主の特定に利用する 

記録項目 氏名、住所、電話番号 

記録範囲 建物の建築施主 

記録情報の収集方法 指定確認検査機関から通知又は申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91 番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考 新規届出日：令和 6年（2024年）3月 19日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 防火管理講習受講者ファイル 

実施機関の名称 小松市消防長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

小松市消防本部予防課 

個人情報ファイルの利用

目的 

防火管理者資格の照合又は防火管理者証再交付に利用する 

記録項目 氏名、住所、性別、生年月日、電話番号 

記録範囲 当本部主催の甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び防災管理講習

の受講者 

記録情報の収集方法 本人からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91 番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考 新規届出日：令和 6年（2024年）3月 19日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 防火対象物関係者ファイル 

実施機関の名称 小松市消防長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

小松市消防本部予防課 

個人情報ファイルの利用

目的 

防火対象物における立入検査、火災予防指導に利用する 

記録項目 氏名、住所、電話番号 

記録範囲 当市管内の防火対象物である約 5,000棟の関係者（所有者、管理者、

占有者） 

記録情報の収集方法 本人からの届出、立入検査における聴取 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91 番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■ 有  □ 無 

備考 新規届出日：令和 6年（2024年）3月 19日 

 


